
表紙写真について： 

　令和４年７月２日（土）に虹の保育園で開催した夏まつり。２年ぶりに

全園児、家族の参加で開催しました。年長のさんさ太鼓初披露やお店屋

さんなど、子どもも大人も笑顔で楽しんだひとときでした。ご家族から

も「コロナ禍の中でも行事ができたことに感謝している」などお話しを

いただきました。暑くて”熱い思い”の夏まつりでした。

基本理念

「誰もが安心して暮らすことができる福祉でまちづくり」
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社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
岩手県紫波郡紫波町二日町字古舘356ー1　紫波町総合福祉センター内
TEL：019ー672ー3258　FAX：019ー672ー5039
e-mail：shiwa-shakyo@ce.wakwak.com
ホームページ：http://www.shiwa-shakyo.or.jp/
facebook：https://www.facebook.com/siwashakyo/

HPはこちらから▼

FBはこちらから▼
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　新型コロナウィルス感染症防止のため、消毒やマスクの着用、他者との間隔を空けるな
どの感染防止にご協力くださるようお願い致します。

【 期 日 】令和４年 9月22日（木）13：30 ～ 17：00
　　　　　　　　  9 月23日（金）10：00 ～ 15：00
【 場 所 】紫波町情報交流館

作品と写真等の展示・福祉事業所又は団体による販売

令和4年 8月 220号

ふくしまつり紫波町ふれあいフェスタ
2022開催

▲ ふれあいフェスタ賞
「what＇s inside my heart」室岡 春花さん ▲ ふれあい賞「ふれあい」高橋瑞枝さん

▲ ふれあい賞「ぼくのヒコーキ」高橋 誠一さん

昨年度受賞作品

　毎週火曜日から金曜日に紫波町総合福祉センターで元
気はつらつサロン「ふれ愛交流館」を開催しています。
　参加できるのは、要支援１から２の方、及びそれに近い
状態にある方です。（要介護１～５の方はご利用いただけません）
　体操、工作、塗り絵など様々な遊びをしながら、楽しく身
体能力の維持、認知症予防を行っています。

元気はつらつサロン げんきに開催中元気はつらつサロン げんきに開催中元気はつらつサロン げんきに開催中

興味のある方ぜひ見学に来て下さい！
下記までお問い合わせ下さい。お待ちしてます。

昨年度会場の様子

♦ 紫波町総合福祉センター内   元気はつらつサロン
 電話：019-672-3258　 火～金 10：00～15：00
♦ 紫波町生活部長寿介護課高齢者支援係内
 紫波町地域包括支援センター
 電話：019-671-1101

元気はつらつサロンの一日のスケジュール
       9：00～   9：45 送迎バス迎え
       9：45～10：10 検温・血圧測定・体重測定
10：15～11：45 工作作業など
11：45～12：00 口腔ケア体操
12：00～12：30 昼食
12：45～13：45 お昼寝タイム・自由行動
14：00～14：45 おやつ・体操
（不定期で傾聴ボランティア紫波の方が傾聴に入っています。）

15：00 送迎バス送り
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紫波町の福祉事業所紹介

さくらデイサービス

　さくらデイサービスは、その昔レストランであった
桜町の国道4語線沿いの建物を改装し、平成22年4
月に誕生した定員33名の高齢者向け通所介護施設で
す。
　利用者様の心身を支え、安心安全な食事を提供す
る良い環境で介護することで、何歳になっても利用
者の皆様が自分らしく過ごしていただける、生きが
いの場にすることを目指しております。

お問い合わせ先
◇さくらデイサービス　紫波町桜町字浦田12番地
 　電話:019－671－1182　FAX:019－671－1183
 定 休 日　毎週日曜日
 開所時間　9時5分～16時15分
 ホームページ
 https://sakuraday1182.wixsite.com/
　　　　　　　　　　　　　　　　 sakura/　

　令和４年７月１日（金）紫波町総合福祉センターにて特定非営利活動法人古館まちづく
りの会様（橋浦栄一理事長）と本会は災害時等包括連携に関する協定を締結しました。
　本協定では暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火その他の異常な自然現象により、
大規模な災害が紫波町内に発生した場合、又は発生する恐れがある場合に、古館まち
づくりの会様に対し災害ボランティアセンター運営への人的支援や災害ボランティアの
要請、また主に古館地区における災害ボランティア活動を円滑に進めるため、災害時に
必要な物資の提供などを社協が行うものです。

災害時等包括連携に関する協定

　本会では昨年事業
継続計画（BCP）を策
定しており、企業や
他団体との協定締結
を行ってまいりまし
た。計画を進めてい
く上でまた一つ強力
なパートナーが生ま
れました。

さくらデイサービスの活動紹介
　日常生活が営める動作維持向上を目指し、午前は
柔軟体操と集団での脳トレに、入浴や散髪、昼食、
昼寝、頭の体操、お茶、創
作活動、映画などお好きな
コース選択ができます。

お化粧タイム ハンドマッサージ

お誕生会 ▶



共同募金へご理解とご協力のお願い
　令和４年10月１日から全国一斉に共同募金運動が行われます。
赤い羽根共同募金として知られ、社会福祉向上に大きな役割を果
たしています。今年度、紫波町内では4,755,000円が活用されて
います。
　目標額を提示しますが、募金は任意です。ご理解とご協力をお
願いします。

　赤い羽根データベース「はねっと」では、共同募金の使い道
を見ることができます。「はねっと」で検索してみてください。
〈アドレス〉http://hanett.akaihane.or.jp/
 hanett/pub/home.do

検索はねっと
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　 まごころ● まごころ 令和4年６月～令和4年７月まで

●寄付
千葉 様   …………………………………………… １０,０００円

㈱伊藤園 様   ……………………………………… ４２,７８０円

匿　　 名   ……………………………………… １００,０００円

匿　　 名   ………………………………………… ６,１８４円

匿　　 名   ………………………………………… ５,０００円

匿　　 名   ………………………………………… ５,９００円

みちのくコカ・コーラボトリング㈱ 様   ………………… 飲料水

岩手電力㈱ 様   ………………………… クーラーボックス

山崎航太 様   ……………………………………… お米１０㎏

４

お 知らせ

電  話：019-672-3258
F A X：019-672-5039
E-mail：shiwa-shakyo@ce.wakwak.com

◆電話番号が記載されている欄についてはそちらにお問い合わせください。
それ以外のお問い合わせは

紫波町社会福祉協議会

結婚５０年。長年、歩んできた夫婦を御祝いします。
お気軽に申込ください。

参加者募集！

日　時 令和4年１１月23日㈬
午後４時30分～午後８時（予定）

場　所 ラ・フランス温泉館「ホテル湯楽々」

参加対象 紫波町内に居住し、結婚50年以上（昭和47年
以前に結婚の方）で、夫婦そろって元気に出席で
きる方。（以前に参加された方は除きます）

会　費
（夫婦１組）

宿泊する場合  １５,０００円
日帰する場合  １０,０００円

申込方法 単位老人クラブ会長か社会福祉協議会に申
込ください。

申込期限 令和４年１1月4日㈮ 午後5時

第20回 紫波町金婚を祝う会第20回 紫波町金婚を祝う会

紫波町社会福祉協議会職員の募集
　紫波町社会福祉協議会では、一緒に働く職員を募
集します。試験内容など詳しくは紫波町社会福祉協議
会ホームページに掲載している要項をご覧ください。
■令和４年度中途採用
◇職種  保育士（臨時）　◇採用予定人員  ２名
◇雇用期間  令和５年３月31日まで。
 雇用期間開始は相談により決定します。
◇勤務時間  6：45～19：15の８時間シフト制。
 勤務時間は相談に応じます。
■令和５年度採用
◇職種  総合職（正規職員）
 ※採用時の配属予定　訪問介護員、居宅介護支援員、保育士
◇採用予定人員  ４名　◇採用日  令和５年４月１日

問合せ ：紫波町社会福祉協議会 職員採用係

基準日 令和４年４月１日現在

個人情報の取扱い 本会「個人情報保護に関する規程」に基づき、
適正に取り扱うこととしており、他の目的で使用
することはありません。

その他 要件等でご不明な点については、事務局にご連絡
願います。

お知らせ方法 該当される方は、介護対象者氏名及び介護者氏名、
住所、連絡先を令和４年８月２９日㈪までに当会
までご連絡願います。

・寝たきりＢ（日中もベットでの生活が主体である
が、座位を保つことができる）以上
・認知症で常時目が離されない状況

基　準

　当会では、毎年在宅介護者の方々に対し、褒賞を授与する

こととしております。下記の基準を満たしている方があれば、

遠慮せず、ぜひご連絡をお願いします。

紫波町社会福祉協議会褒賞について

・在宅要援護者（寝たきり高齢者、重度障害者等）
の介護に５年以上携わった個人。

・介護の対象者が概ね３ヶ月以上にわたり、入院若
しくは施設に入所した場合は、その期間を除い
て介護期間を計算してください。

・基準日前に褒賞要件に該当しているが、基準日に
介護の対象者が在宅でない場合は、該当しません。

要　件

食料品や生活用品のご寄付に
ご協力ください！

　紫波町社協では、ＮＰＯ法人フードバンク岩手と連携し
「こども食堂（たんぽぽ食堂）」を運営しており、ひとり親世
帯等を対象に食事や食料品の提供を行っています。
　引き続きご支援・ご協力をお願いいたします。

●ご寄附いただきたい内容
・食材（缶詰、お菓子、スープ、レトルト食品、調味料、
お米、インスタント食品）
・日用品（洗剤、箱ティッシュ、トイレットペーパーなど
の生活用品）
・旬の果物や野菜（但し、開催日によって受付できない
場合もございます）
・寄付金（金額は問いません。ご寄付いただいたお金は
全額たんぽぽ食堂の運営に使用されます）

●お引き受けできない内容
・生鮮食品や賞味期限が１ヶ月未満のものや賞味期限が
記載されていないもの
・開封しているもの
・精米から２か月以上経過したお米

※紫波町社会福祉協議会

は持続可能な開発目標

（SDGs）を取り組み・支援

しています。

紫波町フードパントリー




